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★ シートベルトは、全ての乗員にとって、万が一の事態に備える最も手軽で頼り

になる命綱です。 

★ シートベルトを正しく着用しないと、事故の衝撃により内臓損傷などで致命傷

となることがあります。 

★ 運転手さんが同乗者のシートベルトがしっかり着用できているか、確認して 

あげましょう。 

●シートには深く腰掛けましょう。 
 

隙間がないように深く 

腰掛けましょう。 

●ねじらず、骨盤に巻くようにしっかり締めましょう。 

お腹にかかっているよ。 

しっかり骨盤の所で 

締めましょう 

しましょう。 


